
 改正活動火山対策特別措置法 
  に基づく協議会で協議すべき事項 
         の対応状況等について 

平成28年３月24日（木） 
第６回富士山火山防災対策協議会 

資料４ 
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議題３ 



１．協議会での協議事項について 

（１）協議事項 

 

 ①想定される火山現象に応じた警戒避難体制の整備 

  に必要な事項 

  ［法第４条関連］ 

 

 ②県・市町村地域防災計画に定める事項 

  ［法第５・６条関連］ 
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（２）対応状況 

 ①想定される火山現象に応じた警戒避難体制の整備に必要な事項 

協議事項 対応状況 

噴火シナリオ ・平成16年6月に「富士山の噴火シナリオ」を作成。 

火山ハザードマップ ・平成16年6月に「富士山火山防災マップ」を作成。 

噴火警戒レベル ・平成19年12月から「富士山の噴火警戒レベル」の運用を開始。 

具体的な避難計画 

・火山単位の統一的な避難計画として、平成27年3月に「富士山 
 火山広域避難計画」を策定。 
・広域避難計画で示した基本的な考え方を基に、詳細な避難対 
 応や対策を記載した「市町村避難計画（一部（案）含む）」  
 を策定。 
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噴火シナリオ 火山防災マップ 
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噴火警戒レベル 具体的な避難計画 

市町村避難計画 

（各区避難計画） 
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 ②県地域防災計画、市町村地域防災計画に定める事項 

  ○県地域防災計画［第５条第１項］ 

区分 定めるべき事項 対応状況 

１号 

火山現象の発生及び推移に関する情報の収集
及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達
に関する事項 

・広域避難計画策定時に協議済み。 
（国・県・市町村の体制、情報伝達） 

２号 

市町村防災会議が第６条第１項第２号及び第
３号に掲げる事項を定める際の基準となるべ
き事項 

・広域避難計画策定時に協議済み。 
（避難基準、警戒区域の設定、呼びかけ例文） 
（火山現象ごとの避難の考え方、広域避難の考え 
方、広域避難路の指定） 

３号 

避難及び救助に関し市町村の区域を超えた広
域的な見地から行う調整に関する事項 

・広域避難計画策定時に協議済み。 
（広域避難の基本的考え方、受入れ調整手順） 
・救助に関する事項は今後協議・検討が必要。 

４号 

以上のほか、必要な事項 ・広域避難計画策定時に協議済み。 
（避難対策毎の対応事項を整理） 
・必要に応じて協議、検討を行う 
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 ○市町村地域防災計画［第６条第１項］ 

区分 定めるべき事項 対応状況 

１号 
火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及
び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関
する事項 

・広域避難計画策定時に協議済み。 
（国・県・市町村の体制、情報伝達） 
 

２号 
警戒地域内の住民等がとるべき立退きの準備そ
の他の避難のための措置について市町村長が行
う通報及び警告に関する事項 

・広域避難計画策定時に協議済み。 

（避難基準、警戒区域の設定、呼びかけ例文） 

３号 

避難場所及び避難経路に関する事項 ・広域避難計画策定時に協議済み。 
（火山現象ごとの避難の考え方、広域避難の考え 

方、広域避難路の指定、市町村避難計画の策定） 

４号 
避難訓練に関する事項 ・市町村避難計画に即した避難訓練の時期、内容 

 等を市町村毎に記載。 

５号 
施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必
要がある施設の名称及び所在地 

・今後協議・検討が必要。 
 ［第８条（避難確保計画の作成等）に関連］ 

６号 
救助に関する事項（救助部隊の具体的な活動内
容（各部隊の役割や連絡方法等）） 

・今後協議・検討が必要。 

７号 

以上のほか、必要な事項 ・広域避難計画策定時に協議済み。 
（避難対策毎の対応事項を整理等） 

・必要に応じて協議、検討を行う。 
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（３）今後検討が必要な事項と方針 

 ①想定される火山現象に応じた警戒避難体制の整備に必要な事項 

・富士山火山広域避難計画や市町村避難計画の実効性をより一層高めるた 
 め、広域避難計画に定められた今後検討が必要な事項について、協議・ 
 検討を進めるとともに、火山防災に関する訓練・普及啓発活動を行う。 

 ②県・市町村地域防災計画に定める事項 

○避難促進施設に関する事項［第６条第１項第５号］ 
 ・協議会において、避難促進施設について国の指針等を踏まえ協議する。 
  
○救助に関する事項［第５条第１項第３号、第６条第１項第６号］ 
 ・各県コアグループ会議等を活用し、陸上自衛隊、警察及び消防等と連 
  携を図りながら、噴火が発生した際の救助活動や避難誘導等について、 
  協議・検討を進める。 
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２．県・市町村が行うべき事項に対する  

  連携支援について 

 改正活動火山対策特別措置法では、地方公共団体に下表の項目について、必要な 

措置を講ずる義務又は努力義務が課された。 

 警戒地域における統一的な防災体制を検討する観点から、協議会は必要に応じて
関係機関と連携して支援を行う。  

法 実施主体 行うべき事項 

第７条 

住民等に対する周知を行
うための措置【義務】 

火山災害警戒地域内の
市町村 

・火山防災マップの作成・配布 
（例）登山道や登山口周辺の集客施設への備え付け、イ
ンターネットによる公表など 

第11条 

登山者等に関する情報の
把握等【努力義務】 

火山周辺の県及び市町
村、登山者等 

・登山者等に関する情報把握方法について検討・実施、
登山者等への周知 
（例）携帯電話メール配信サービス導入、火口周辺施
設との連携による情報の把握、避難の目安となる避難
ルートマップの作成・配布など 

第12条 
情報の伝達等【義務】 

国及び地方公共団体 

・登山者等への情報伝達方法について検討 
（例）登山口への情報の掲示、山小屋の管理者等を介
した伝達、インターネットや防災情報のメール配信
サービスなど 
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 ○第５条第２項 
  県防災会議は、第５条第２項に規定により県地域防災計  
 画に同項各号に掲げる事項を定めようとするときは、あら 
 かじめ火山防災協議会に意見を聴かなければならない。当 
 該事項を変更しようとするときも、同様とする。 
  
 ○第６条第３項 
  第５条第２項の規定は、市町村防災会議が第１項の規定 
 により市町村地域防災計画に同号各号に掲げる事項を定め、 
 又は変更しようとする場合について準用する。 

３．地域防災計画に定めるべき事項の火  

  山防災協議会への意見聴取について 

（１）活動火山対策特別措置法における規定 
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○火山防災協議会では、噴火シナリオ、噴火による影響範囲  
 （火山ハザードマップ）の設定、これらを踏まえた情報収 
 集・伝達体制、噴火警戒レベルとその運用など、その火山 
 全体での避難や救助の在り方等、地域防災計画に定める事 
 項全てについて検討することを想定している。 
 
○このため、地域防災計画には、基本的に火山防災協議会の 
 協議結果をそのまま位置付けることを想定している。 

（２）火山防災協議会への意見聴取に関する考え方 
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 （全国知事会の質問に対する内閣府政策統括官の回答から抜粋） 



○協議会での協議結果を地域防災計画に位置付けることを基 
 本とし、この場合は、火山防災協議会への意見聴取は行わ 
 ないこととする。 
 
○協議会において協議が調った事項のうち、県及び市町村等 
 が取り組む必要がある事項について、各地域防災計画に位 
 置付けるものとする。 
 
○なお、地方自治体が独自に検討した事項については、協議 
 会での協議を経てから、自らの地域防災計画に位置付ける 
 ものとする。 

（３）対応方針 
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